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Balance for beautiful life

2014年 賃金特集

クロスワードタイム 他
続・東西組合細見 24 ― 大日本土木労働組合

国際産別組織BWIってどんな活動をしているの？国際産別組織BWIってどんな活動をしているの？
建設産業の魅力を伝える！

日建協出前講座2013

お酒と上手に付き合おう！お酒と上手に付き合おう！③あなたはお酒が強い？

2014年6月・11月
統一土曜閉所運動キャッチフレーズ決定 ！

科学技術館に行ってきました！科学技術館に行ってきました！科学技術館に行ってきました！科学技術館に行ってきました！

皆さんのライフプランに役立つ「日建協共済制度」

のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？
万万
がが一一産業の誇りを胸に！ 未来をつかめ！産業の誇りを胸に！ 未来をつかめ！

ちょっとひといき･･･ちょっとひといき･･･



図１　年度別建設投資額の推移（建設経済研究所）
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図２　年度別受注額の推移（日建連・旧48社）
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図４　男性既婚者年代別  家計の状況（2012 年 生活実態・意識調査）
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2014年 賃金特集

建設産業をとりまく環境に明るい兆し

賃上げにむけて、政労使も動き出す！

私たちの賃金水準はけっして高くはない～組合員の家計は苦しい

●建設産業をとりまく社会情勢
　2014年の賃金交渉を迎えるにあたり、 私たちをとりま

く情勢をみてみます。 アメリカの金融緩和縮小による影

響、 中国や新興国の先行き不透明感などによる懸念材

料は残るものの、 日本経済は、 政府の経済政策などに

より、 2014年３月期は７割近い企業が増収増益を見込み、

設備投資が非製造業を中心に持ち直すなど緩やかに回

復しています。

　私たち建設産業をとりまく情勢は、 引き続き資材や労

務費高騰による工事採算悪化の懸念もあり楽観視できな

いものの、 2013年度の建設投資は前年度比12.7％増の49

兆4,500億円、 2014年度は48兆9,200億円を見込み、

2012年度以前と比較して増加しています （図１）。 また、 日

建連会員企業の受注も堅調に回復しており （図２）、 総じ

て建設産業をとりまく環境は好転しつつあると言えます。

●国や業界団体の取り組み
　国や業界団体は、 適正な価格や適正な工期での受発

注に関し政策や取り組み方針を示すなど、 建設産業の魅

力化にむけて積極的に取り組んでいます。 主な取り組み

を紹介します。

　日建協加盟組合の賃金水準を年収ベー

スで他産業と比較してみましょう （図３）。

30代では、 日建協の賃金水準は他産業と

比較して同水準にあります。 しかし年代が

上がるにつれて年収の差が広がっていく傾

向にあります。 建設産業が魅力ある産業で

あり続けるためにも、 他産業の賃金水準に

一刻も早く追い

つく必要があり

ます。

　日建協のアンケートから年代別に男

性既婚者の家計の状況を見てみましょ

う （図４）。

　30代以下では、 家計が苦しいと答

えた組合員が３割以下であるのに対

し、 子供の教育などにお金がかかる

40代以上では、 その割合が高くなり、

特に50代前半では、 半数以上が生活

が苦しいと答えています。

　年代による必要生計費という観点か

らの賃金水準の向上を考えることも合

わせて必要になります。

産業の誇りを胸に！ 未来をつかめ！産業の誇りを胸に！ 未来をつかめ！

　連合は 「物価が上昇し税負担が高まるなかで国民

の所得が増えなければ、 社会は混乱に陥る」 「一時

金による所得増は消費に回らない」 と指摘し、 月例

賃金の底上げにこだわる考えを表明しました。 具体

的には、 2014年の春季労使交渉では全組合員の基

本給を一律１％以上引き上げるベア要求を2009年以

来５年ぶりに統一要求する方針を決定しました。また、

安倍晋三首相は、 今年１月の年頭記者会見で 「この

春こそ景気回復の実感を収入アップという形で国民

に届けたい」 と語りました。 これ以外にも2013年は

「デフレ脱却」 をめざし、 政府が企業の賃上げにつ

いて前向きな発言を繰り返した年でした。 政府の賃

上げに対する積極的な姿勢や好調な企業業績を背景

に経団連も、 賃上げの必要性を認め、 なお慎重な姿

勢ながら賃金水準を底上げするベースアップ （ベア）

を６年ぶりに容認する方針を打ち出しました。

　このような中で、 労働組合の中には自動車や電機

産業など 「ベア」 を要求する組合も目立ち始めまし

た。 数年来、 賃上げといえば一時金要求のみという

状況のなか、 これもまた私たちの賃上げにむけての

明るい兆しではないでしょうか。

　では、 「ベア」 とはどういうものでしょう？ 次章

で 「ベア」 について考えてみたいと思います。

　2014 年の賃金交渉が始まりました。今回の賃金交渉は、デフレ脱却にむけて国や企業のトップが賃上げについ

て前向きに発言するなど、賃上げへの機運が高まっています。建設産業で働く私たちも、この機会を労働環境改善

のチャンスととらえ、「私たちのあるべき賃金水準」の実現にむけて、積極的に賃金交渉に取り組んでいきましょう！

国土交通省
　・公共工事において適正な価格での発注のために
　　⇒2013年3月公共工事設計労務単価15％引き上げ実施
　　　2014年2月より全職種平均7.1％上乗せ
　・民間発注者団体に対し適正な価格での工事発注を要請
業界団体
　「民間工事における適正な受注活動の徹底に関する決議」
     にて、業界団体として決意表明
　　１．適正価格での受注の徹底
　　２．適正工期の確保 
　　３．適正な契約条件の確保



図６　賃金決定にあたり考慮した要素（経団連）
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図７　総額人件費（一人１ヵ月あたり）の内訳
（厚生労働省の調査をもとに経団連にて作成）
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図５　ベースアップとは？

図８　消費者物価指数推移（前年同月比増減比率）

図９　年収別消費税他負担額（みずほ総研試算）
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経営者、組合員の立場からベースアップについて考えよう！

産業の誇りを胸に！ 未来をつかめ！ ～2014年賃金交渉基本構想

●ベースアップ（ベア）とは
　英語の base （基準） と up （上へ） を組み合わせた和製

英語で、 賃金の基準を上げるという意味です。 ベースアッ

プとは、 物価上昇への対応 ・企業業績向上の反映 ・他社や

世間相場との調整などを目的に、 賃金表の増額書き換えに

よって行う水準引き上げのことです。 例えばベア 1％が行

われると、 図５のように２５歳の人も３０歳の人も各々基本給

の 1％が上がるので、 その会社の賃金水準が全体的に上が

ります。 一方で年齢や勤続年数を重ねるごとに、 賃金が自

動的に上がっていく制度が定期昇給 （定昇） です。 代表的

な例が、 1 歳年をとると 1 年先輩と同額の給料をもらえる

場合で、 定昇が凍結されると実質的な賃下げになります。

●経営者から見たベア
　経営者は従業員の頑張りや会社への貢献に対して、 賃

金で報いたいと考えているはずです。 しかし、 実際は賃金

決定に際し企業業績を考慮する経営者が多く （図６）、 賃

上げに慎重な経営者が多いのも事実です。 特にベアには

より慎重になる傾向があります。 その理由を考えてみます。

① 月例賃金は下げづらい
　景気がいいからといって、 給料を一旦上げてしまうと業

績が悪化した時に、 賃金を下げることが非常に難しくなり

ます。 これが人件費の固定化につながり、 将来的な経営リ

スクになる恐れがあります。 経営者は業績により支給額を

増やしたり減らしたりできる賞与で、 賃上げに対応したいと

考えるのもこのためです。

② 企業としてコストが増える　
　企業は、 人件費を総額人件費として考えます。 総額人件

費とは、 所定内給与 （基本給）・所定外給与・賞与・福利厚

生費など従業員を雇用する場合にかかる全コストを言いま

す。 ベアを行うと、 企業の総額人件費は増加します。 所定

内給与を100とした場合、 総額人件費は164.6と試算されて

います （図７）。 例えば、 社員一人あたり1,000円のベアを

実施した場合、 他の人件費項目も連動して増え、 最終的に

は1,000円のベアの他に、 646円程度のコスト増になります。

　私たちに毎月支給される月例賃金は、 日々安定した生活を営むための基盤となる大切な賃金です。 企業の業績

などに左右される賞与に頼ることなく、 月々の賃金で安定した生活を送ることができる賃金水準が理想的です。

ここでは、 月例賃金を構成する基本給の水準引き上げであるベースアップについて考えてみます。

●2014年賃金交渉基本構想
　日建協第２回代表者会議にて、 賃金交渉基本構想が可

決承認されました。 この賃金交渉基本構想をもとに、 加

盟組合が連帯して建設産業のあるべき賃金水準の実現に

取り組みます。

要求基準

１．月例賃金について
　　加盟組合は、あるべき賃金水準を達成するため、月例賃金の向上に
　　むけて積極的に取り組む。
２．一時金について
　　加盟組合は、組合員の仕事への意欲の維持・向上のために前年を
　　上回る水準をめざす。あわせて、生活給である一時金の水準向上に
　　計画的に取り組む。
３．初任給について
　　加盟組合は、優秀な人材確保のため、他産業に見劣りしない水準として
　　学卒年齢22歳総合職において21万円以上の実現にむけて取り組む。

●建設産業のあるべき賃金水準をめざして
　今回の特集では、ベアから月例賃金について考えてみ

ました。生活に大きな影響を与える物価が上昇局面であ

り(図８）、政府も「デフレ脱却」をめざし、様々な政

策に取り組んでいることから、今後も引き続き物価が上

昇することが予想されます。また、４月からは消費税が

５％から８％に上がります（2015年10月には10％へ上

がる予定）。シンクタンクなどの試算でも、私たちの家

計への負担が増えることが予想されています（図９）。

私たちの安定した生活のためにも、月例賃金の増額をと

もなう年収ベースでの賃金水準の向上が必要です。

　日建協の定める「日建協個別賃金」の年収および月

例賃金の賃金水準をめざし、加盟組合が連帯して建設

産業で働く私たちのあるべき賃金水準達成のために取

り組んでいきましょう。
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2014年 賃金特集

●組合員から見たベア
① 安定した生活につながる
　月例賃金は、 私たちにとって日々の生活を支える

生活給であり、 たとえ企業の業績が悪くなったからと

いって簡単に減らされてもよいという性格のもので

はありません。 このため、 私たちが賃金交渉で勝ち

取ったベアは将来にわたる安定した生活につながり

ます。

② 実質賃金が増える　
　組合員にとってベアが実現すると、 基本給のアップ

以外に残業代や休日出勤した場合の賃金の時間当た

りの支給額の増加により、 実際に支給される月々の賃

金が増えます。 また、 企業の中には一時金や退職金

の支給額の算出根拠として基本給を基準にしていると

ころもあります。
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国際産別組織

BWI（国際建設林業労働組合連盟）は、これまであった複数の組織が統合し、2005年12月に結成された国際産業別労働組

合であり、国際労働組合総連合（ITUC）と連携関係にある国際産業別労働組合組織（GUF）を構成している組織のひとつです。

現在、130 ヶ国・328組合・約1,200万人規模まで組織化が進んでいます。加盟国は地域別26グループに分かれており、

日本は韓国・台湾・香港・モンゴルと同じグループに所属し、BWI-JAC（BWI日本加盟組合協議会）議長がそのグループの

代表を務めています。BWI-JACは、森林労連・UAゼンセン・建設連合・全建総連、そして日建協の5組織で構成されています。

BWIは、建設産業の国際産別組織としてあらゆる国際機関などへ働きかけを行い、世界で起きている

労働問題の解決に向けて積極的に活動を展開しています。日建協では、加盟組合企業が海外へ事業範

囲を広げていくなか、世界各国において労働環境の底上げに向けて取り組みを続けるBWIの活動に参

加することは、産別組織としての責務であると捉えており、今後も継続して活動を進めていきます。

企業は、海外へ事業展開するなど影響が及ぶ範囲の拡大に伴い、果たすべき社会的責

任の範囲も広がっています。正社員だけでなく契約社員・派遣社員、そして海外現地

法人や取引先企業で働く労働者など、全ての働く人々の権利を尊重しなければなりま

せん。国際労働機関（ILO）は、その加盟国（日本含む）においては最低限守るべき

中核的労働基準（8条約）について、批准していなくても（日本も一部未批准）尊重し

促進しかつ実現する義務を負うとしています。働く人の権利尊重の国際ルールとして、

経済協力開発機構（OECD）の多国籍企業行動指針や国連のグローバルコンパクト、

ISO26000などが挙げられますが、労働組合が直接影響力を発揮できるツールとし

て国際枠組み協約があり、BWIは戦略プランの重点項目としてその締結推進に取り組

んでいます。

「日本の常識はこうだから」「進出先国の法令を遵守しているから」は、世界に通用し

ません。日本の建設に携わる企業が、多国籍企業として真に社会的責任を果たし企業

価値を高めていくには、国際的に認知された原則や基準に則った行動が不可欠です。

企業がその活動をワールドワイドに展開しその影響が広がりをみせるなか、労働組合

側もグローバルに対応していくことが求められています。

今大会は『JOBS FOR ALL　JUSTICE FOR ALL（全ての人に雇用を、全ての人に公平性を）』をスロ

ーガンとして開催され、以下3点を軸としたBWI戦略プラン（2013年～2017年）が採択されました。

　　●組織化･･･労働者が団結して課題に立ち向かえるよう組織拡大に注力
　　●交渉･･･ILO中核的労働基準の批准国拡大、国際枠組み協約締結推進
　　●効果的な法整備･･･産業政策に影響を与える法整備に積極参加

2013/12/4 ～５に、タイ･バンコクで開催されたBWI第３回世界大会に参加しました！

《国際枠組み協約とは》
国際産業別労働組合組織（GUF）が多国籍企業との間で
「中核的労働基準の遵守」や「労働基本権の尊重」を柱
とする協定を締結し、対話を進めていく中で建設的な労
使関係をグローバルに築いていこうとするものです。多
国籍企業とGUF並びに国内の労働組合がともに社会的責
任を果たすことを約束し、その実効性を高めていくことを
目的としています。
日本では、高島屋とミズノがこの国際枠組み協約を締結
していますが、サプライチェーンが複雑な建設産業におい
ても、海外進出の加速に伴い当然ながら対応を進めてい
く必要があります。この締結により、労使対話の促進で
海外進出先での労使紛争を未然に防ぐことにつながり、
トラブルが発生した際は、GUFのネットワークやノウハウ
により早期解決が図れます。

《大会レセプションにて》
日建協植村議長は、この大会で会長の任期を終えたクラウス前BWI会長（ドイツ）と挨拶を交わし、これ
までの慰労の意を伝えました。また、今回続投となるアンベット・ユソン書記長（フィリピン）へは、「日本
の建設産業において、海外での仕事が増えているなかで、ILO中核的労働基準の批准国拡大や国際枠組
み協約締結の推進は非常に意味のあることであり、今後のBWI活動に対してとても期待している。」などと
考えを示し、「日本の組合員が海外で労働問題に直面した際には、協力をお願いしたい。」と要請しました。

多国籍企業（経済大国）か
らの、移民労働者と女性労
働者に対する劣悪な待遇が
顕在化。BWIは労働組合を
支援・強化し、多国籍企業
からの圧力を排除し、ILO中
核基準の遵守、ディーセント
ペイ・ワークの保障を要請。

スイスの建設労働者のうち7割はスペイ
ン人かイタリア人であり、ダンピングや搾
取が存在する。BWI は同じ仕事をしてい
る者は、国籍や性別に関わらず同賃金で
あるべきだとし、改善に向けて運動を行
っている。

多国籍企業により労働者150 人が不当に解雇
されたことに対して、BWI はアピール活動を行
い、労働組合の意義を伝え組織化が促進。ベ
ルギーとフランスの労組が、ガボンまで足を運
び対話することに繋がり、国際社会との交流に
発展し子供たちへの教育支援にも寄与した。

隣国からの多くの移民労働者は、
パスポートは取り上げられ、長
時間労働のうえ賃金は不払い、
20人部屋での過酷な生活を強
いられている。「まさに奴隷」の
ような労働環境である。BWIは
ワールドカップに関して商業的に
も決定権を持っているFIFAに対
して、その責任は逃れられない
とし、『労働者の権利無くしてワ
ールドカップの開催は無い！』と
いった改善を強く要請するグロ
ーバルキャンペーンを展開。

多くの子供たちが両親
の借金の為に、カター
ルなどの他国へ出稼ぎ
に出され、一日20時間
以上働かされている。
BWIは、送り出す国に
も問題があると考えると
同時に、政府に対し適
正な契約締結について、
プレッシャーを掛け続け
ている。

2017年世界大会は南アフリカ
（ダーバン）で開催決定

以前の中国の労働運動は、政府の弾
圧を受けていたが、今ではストライキ
やソーシャルメディアを通じた働きかけ
が活発化するなど、自由になりつつあ
る。BWI はこの民主化への動きには賛
同するが、中国国営企業がアフリカへ
進出し、現地労働者に対して搾取して
いる事実は許されないと警告している。

海外で工事をする日本のゼネコンは裾
野の広い多国籍企業であり、致命的な
国際問題を引き起こすリスクを抱えて
います。また、2020年東京オリンピッ
ク開催に向けたインフラ整備や東北震
災復興の本格化に伴い、いっそうの技
能労働者不足が懸念されるなか、海外
からの移民労働者が増えることも考え
られ、日本の建設現場でも世界各国で
今起きている問題と同様の事態が生じ
る可能性があります。
BWI-JAC を通じ、BWI本部やアジア事
務所とのパイプを強化することは、起
こりうる事態を未然に防ぐことに繋が
り、また問題が生じた際も早期解決に
向けて、BWIの組織力と経験を活かし
た対応を可能にします。

FIFAワールドカップの施設建設では、クレーンが倒
れるなど作業員の被災が相次ぎ、労働者の安全が守
られていない。安全衛生そして賃金を始めとした労働
条件の確保に向けて、BWI はFIFAに対し建設現場
の権利を守るための運動を行っている。

世界各国の諸問題とBWIの取り組み

BWIとは

海外での社会的責任と国際ルール

終わりに

トピックス

日本では･･･

正式名称：Building and Wood Workers International（国際建設林業労働組合連盟）ってどんな活動をしているの？（国際建設林業労働組合連盟）ってどんな活動をしているの？BWIBWI
　日建協では、2006年のBWI加盟以降これまで、海外の労働環境についての情報収集と意見発信のツールとしてBWI
活動に参加してきました。今号では、建設に関わる諸問題とBWIの活動の現況について、主な内容を紹介します。

コロンビア

ブラジル

スイス

ガボン

カタール

インド

中　国
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加入者の「役にたった！」の声

夫が急性アルコール肝炎で緊急入院しました。救急車で運ば

れ、私はあわてて病院に駆け付けましたが、突然のことで医

師の説明が耳に入りませんでした。帰宅後に電話相談で聞い

てみたところ、一般的な急性アルコール肝炎の経過をわかり

やすく教えていただき、気持ちも少し落ち着きました。とて

も助かりました。

年金については、将来の公的年金支給開始年齢の引き上げの可能性や、こ

れだけで足りるのかという不安がありました。積立年金制度の予定利率は

1.25％とかなり良いと思い、加入しました。掛金の変更や、 中途での積立

金の払い出しが可能など、日建協共済制度ならではの利点もあり、老後の

不安が少し解消できました。医療保険も保険会社の個人保険にたくさん加

入していますが、もしもの場合に備え、総合医療サポートに加入しました。

将来の不安から「職場復帰サポート」に加入しました。25歳で入

ったので、掛金が手頃でした。今回、急性心筋梗塞となり、 所定

の診断がされた時点で一時金として300万円が支給され、入院当初

の負担（自己立替え）や、長期間の高額治療費を補うことができ

て本当に助かりました。加えてオプションの 「健康づくりサポート」

（月額200円） に入っていたので、年4回送られてくる「健康情報」

の記事が健康維持に役立ちました。

平均月収が36万円の私が40年間働き続け、妻がその期間全て専業主婦であ
る私たちが受け取れる厚生年金と国民年金の基礎年金支給額は夫婦二人で年
額274万円になります（厚生労働省年金局年金課　平成25年10月分からの
年金額の改定について）。60歳以降の夫婦の生活費は年額336万円（総務
省「家計調査年報」/平成22年）と想定されるので、年額で60万円程度の
不足となります。この部分を積立年金制度などで備えたいと考えました。

実際にケガや病気などで入院してしまった場合の自己負担
費用は平均で一日あたり16,000円、1回あたり206,000円
（治療費・食事代・差額ベッド代を含む。高額療養費制度
を利用した後の金額）になります。
（公財）生命保険文化センター「平成22年度　生活保障に関する調査」

皆さんのライフプランに役立つ「日建協共済制度」

のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？のケガや病気の備えは大丈夫？
万万
がが一一

加盟組合の皆さん、日建協共済制度をご存じですか。
「保険なんて面倒くさい」と思われている方、病気になったり、
ケガをすると、案外お金がかかるものです。問題が起きてからで
は間に合いません。
日建協では、突然の医療費の支出や老後の生活設計に関して、
組合員の一助となるよう、組合員数 31,000 人のスケールメリット
を活かした 3 つの共済制度を運営しています。今回は、加入さ
れた方の声の一部を紹介します。既にいろいろな保険や年金に
入っている方も、この機会に今一度ご自分の備えを確認してみま
せんか。なお、一次募集期間は2014年5月20日から9月12日（予
定）です。

野球の試合でボールが右目にあたり、一時的に見えなくなりました。翌朝入院
し1週間である程度視力は回復したのですが、眩しさに対するコントロールが
できなくなりました。目の乾きもあったのでレーシック手術を希望し、電話相
談でレーシック手術での副作用も聞きました。総合医療サポートはレーシック
などによる入院・手術でも給付金が出るので、安心して治療が受けられます。

実際にケガや病気になった場合、総合医療サポートや職場復帰サポートの制度が充実していることを実感した方も多
いようです。制度の詳細については、日建協ホームページ（http://nikkenkyo.jp）をご覧ください。ご不明な点があれば、
遠慮なく下記までお問い合わせください。ご加入をお待ちしております。

日建協の積立年金制度は、
制度運営費がスケールメ
リットを生かして抑えられて
いるので、その分積立金
（年金原資）となります。

25歳男性が入院給付
日額3,000円のコース
に入ると、月額掛金は
1,161円となります。

25
歳
男
性
の
場
合
、

月
々
の
掛
金
は

僅
か
696
円 

！

給付は無理だろうと諦めないで、一度確認してみませんか ！

・「総合医療サポート」･･･

・「職場復帰サポート」･･･

・「積立年金制度」･･･････

万が一のケガや病気に備える制度で、入院・手術した時にかかる費用をサポートする生

活習慣病に重点をおいた医療保障。入院給付金日額5,000円と3,000円のコースあり。

手術給付金は手術の種類に応じ、入院給付金日額の5 ～ 40倍。

がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病と診断された場合、闘病資金として300万円

が支給される重病克服支援制度。

公的年金の不足分に備え、将来の年金準備としてライフプランに応じ積み立てる制度。

年金コースと積立コース（積立金の払出し・中断が可能）の二つのコースあり。

・共済制度　総合案内　   http://nikkenkyo.jp/before/kyousai/00kyosai/kyosai_mokuji.htm

　紹介用動画　http://nikkenkyo.jp/archives/151

・共済制度事務局（日建協　担当：八木　℡03-5285-3870　メールアドレス　yagi@nikkenkyo.jp）

総合医療サポート

職場復帰サポート

積立年金制度



「総合医療サポート」の24時間電話相談サービス（無料）で
病気の経過をわかりやすく教えてもらいました。（何回でもOK）

公的年金の支給額だけでは老後の生活も不安なので、
「積立年金制度」に加入しました。

メンタルヘルス相談（カウンセリング面談）も年間5回まで無料で受けられます。

「職場復帰サポート」で一時金が支給され、
突然の高額な医療費負担にも安心でした。

朗報です！　レーシック手術でも手術給付金支給 








